
国
立
国
会
図
書
館
参
観
事
務
取
扱
要
領 

（
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
館
長
決
定
第
十
五
号
） 

改
正 

平
成 

 

六
年 

三
月 

 

八
日
館
長
決
定
第 

一
号 

同 
 

 

八
年 

五
月 

三
十
日
同 

 
 

第 

三
号 

同 
 

 

九
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

十
一
年
十
二
月 

十
六
日
同 

 
 

第 

六
号 

同 
 

十
三
年
十
二
月 

十
八
日
同 

 
 

第 

七
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

十
四
年 

十
月 

 

三
日
同 

 
 

第
二
十
号 

同 
 

十
七
年 

三
月
二
十
九
日
同 
 

 

第 

四
号 

同 
二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 

第 

四
号 

同 

二
十
二
年 

六
月 

十
七
日
同 

 
 

第 

四
号 

同 

二
十
三
年 
六
月
二
十
三
日
同 

 
 

第
十
一
号 

令
和 

 

四
年 
三
月
二
十
九
日
同 

 
 

第 

二
号 

  

国
立
国
会
図
書
館
参
観
事
務
取
扱
要
領
（
昭
和
六
十
一
年
館
長
決
定
第
十
四

号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら

施
行
す
る
。 

（
参
観
の
範
囲
） 

１ 

国
立
国
会
図
書
館
（
国
会
分
館
、
関
西
館
及
び
国
際
子
ど
も
図
書
館
を
除

く
。
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
参
観
は
、
館
の
業
務
の
運
営
並
び

に
庁
舎
及
び
そ
の
設
備
に
つ
い
て
行
う
。 

（
参
観
時
間
） 

２ 

参
観
は
、
開
館
日
（
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま

で
と
す
る
。 

（
参
観
の
申
込
み
） 

３ 

参
観
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
職
員
の
知
人
そ
の
他
の
者
で
そ
の
関
係
職
員

が
参
観
の
接
遇
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
に

対
し
、
そ
の
者
（
集
団
に
よ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
当
該
集
団
及
び

そ
の
代
表
者
）
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
及
び
住
所
、
参
観
の
目
的
、
参
観
し

よ
う
と
す
る
者
の
数
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
申
込
み
を
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。 

（
参
観
者
数
等
の
通
知
） 

４ 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
は
、
参
観
を
許
可
し
た
と
き
は
、
参
観
を
行
う
者

の
数
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し
、
総
務
部
管
理
課
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
参
観
の
た
め
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
） 

５ 

参
観
の
た
め
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
は
、
一
般
公
衆
が
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
所
及
び
国
立
国
会
図
書
館
職
員
等
書
庫
立
入
内
規
（
昭
和

六
十
二
年
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
十
一
号
。
以
下
「
職
員
等
書
庫
立
入
内

規
」
と
い
う
。
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
課
が
所
管
す
る
書
庫
と
す
る
。 

６ 

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
所
以

外
の
場
所
で
あ
っ
て
も
、
参
観
の
た
め
の
立
入
り
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
の
場
所
に
関
係
す
る
部

局
の
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
書
庫
立
入
り
及
び
書
庫
退
出
の
手
続
） 

７ 

参
観
の
た
め
書
庫
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、
当
該
書
庫
に
立
ち
入



る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
カ
ー
ド
（
以
下
「
書
庫

立
入
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。 

８ 

書
庫
か
ら
退
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
書
庫
立
入
カ
ー
ド
を
返
却
さ
せ

る
。 

９ 

職
員
の
知
人
そ
の
他
の
者
で
そ
の
関
係
す
る
職
員
が
参
観
の
接
遇
を
行
う

も
の
に
書
庫
立
入
カ
ー
ド
を
交
付
し
、
及
び
返
却
さ
せ
る
場
合
に
は
、
所
定

の
場
所
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
帳
簿
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
）
に
所
要
の
事
項
を
記
入
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
書
庫
に
立
ち
入
ろ
う
と

す
る
者
が
複
数
の
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
み
に
記
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
書
庫
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
等
） 

10 

書
庫
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
及
び
書
庫
立
入
カ
ー
ド
の
携
行

に
つ
い
て
は
、
職
員
等
書
庫
立
入
内
規
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
参
観
に
際
し
て
の
遵
守
事
項
） 

11 

参
観
に
際
し
て
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

参
観
の
た
め
の
立
入
り
を
許
可
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
立
ち
入
ら

な
い
こ
と
。 

二 

館
内
の
利
用
者
の
迷
惑
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

三 

館
の
業
務
に
支
障
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

四 

そ
の
他
職
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。 

（
参
観
の
接
遇
担
当
） 

12 

参
観
の
接
遇
の
担
当
区
分
は
、
別
表
の
と
お
り
と
し
、
職
員
の
知
人
そ

の
他
の
者
が
行
う
参
観
で
別
表
に
掲
げ
る
区
分
に
従
っ
て
接
遇
す
る
こ
と
が

不
適
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
関
係
す
る
職
員
が
接
遇
す
る
。 

（
定
例
日
の
参
観
） 

13 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
サ
ー
ビ
ス
運
営
課
が
接
遇
を
担
当
す
る
者
の
参
観

に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
員
及
び
日
時
を
定
め
て
定
期
的
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

（
特
例
） 

14 

国
会
議
員
が
行
う
参
観
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規

定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
参
観
に
係
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
度
、
総
務
部
長
と
関
係
部
局
の
長
と
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

15 

総
務
部
総
務
課
が
接
遇
を
担
当
す
る
者
及
び
総
務
部
支
部
図
書
館
・
協

力
課
が
接
遇
を
担
当
す
る
者
（
外
国
人
及
び
外
国
公
館
関
係
者
に
限
る
。
）

に
係
る
参
観
の
申
込
み
の
手
続
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で

き
る
。 

16 
前
二
項
に
規
定
す
る
特
例
の
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
手
続
に
よ
り

難
い
参
観
の
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
部
局
の
長

が
協
議
し
て
定
め
る
。 

（
細
部
事
項
） 

17 

こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
参
観
の
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て



必
要
な
細
部
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
の
長
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 
 

 
附 

則
（
平
成
六
年
三
月
八
日
館
長
決
定
第
一
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
六
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
八
年
五
月
三
十
日
館
長
決
定
第
三
号
）
抄 

１ 

本
件
は
、
国
立
国
会
図
書
館
庁
内
取
締
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
八

年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
八
年
五
月
三
十
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
九
年
四
月
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
九

年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
九
年
四
月
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
平
成
十
一
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
二
年
一
月
一
日
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
館
長
決
定
第
七
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
十
月
三
日
館
長
決
定
第
二
十
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
館
長
決
定
第
四
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
館
長
決
定
第
四
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日
館
長
決
定
第
四
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日
館
長
決
定
第
十
一
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
四
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



（
別
表
）
（
第
十
二
項
関
係
） 

接

遇

担

当

課 

対

象

者 
総
務
部
総
務
課 

一 

国
会
議
員
及
び
国
会
議
員
の
紹
介
に
よ

る
者 

二 

報
道
関
係
者 

総
務
部
管
理
課 

庁
舎
及
び
そ
の
設
備
の
専
門
的
な
参
観
を
目

的
と
す
る
者 

総
務
部
支
部
図
書
館
・

協
力
課 

一 

行
政
又
は
司
法
の
各
部
門
に
置
か
れ
る

支
部
図
書
館
の
職
員
が
引
率
す
る
国
の
機

関
の
職
員 

二 

外
国
人
及
び
外
国
公
館
関
係
者 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部

サ
ー
ビ
ス
運
営
課 

一 

大
学
に
お
い
て
図
書
館
情
報
学
を
専
攻

す
る
学
生
若
し
く
は
司
書
課
程
を
履
修
す

る
学
生
又
は
高
等
学
校
の
図
書
委
員
で
、

教
員
が
引
率
す
る
も
の 

二 

十
八
歳
以
上
の
者
で
こ
の
表
の
他
の
項

に
掲
げ
る
対
象
者
に
当
た
ら
な
い
も
の 

電
子
情
報
部
電
子
情
報

企
画
課 

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
参
観
を
目
的
と
す
る
者 

 


